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Ⅰ 「神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015-18年度評価報告書

（案）」について 

 

１ 趣旨・経過 

・ 県では、平成27年度（2015年度）に策定した「神奈川県まち・ひと・

しごと創生総合戦略」（以下「県総合戦略」という。）に示した施策の進

捗状況について、毎年度評価を行い、施策の成果や課題を分析して、必

要な改善や見直しを図ってきた。 

・ 今年度は、県総合戦略の５年計画の最終年度に当たることから、過去

４年間の取組みの振り返りを行い、その結果を次の県総合戦略（以下

「第２期県総合戦略」という。）に反映させることとした。 

・ そのため、各界の有識者で構成する「神奈川県地方創生推進会議 総

合戦略推進評価部会」を８月に開催して議論を行い、その結果を「神奈

川県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015-18年度評価報告書（案）」

（以下「2015-18年度評価報告書（案）」という。）として取りまとめた。 

 

２ 評価方法 

・ 県の事業部局が、基本目標の実現に向けた施策の最小単位である「小

柱」ごとに、ＫＰＩの達成状況や、ＫＰＩだけでは測りきれない様々な

取組みの結果を勘案して、総合的に一次評価を行う。 

・ 一次評価を踏まえ、神奈川県地方創生推進会議が第三者の立場から基

本目標ごとに二次評価を行う。 

・ 県民に分かりやすく示すため、原則として「順調」「概ね順調」「やや

遅れている」「遅れている」の４つの区分により評価結果を示すととも

に、今後対応が求められる課題や改善を図るべき事項について整理する。 

 

３ 評価結果（総合戦略推進評価部会における二次評価（案）） 

・ 基本目標の１及び４については、各小柱のＫＰＩの達成状況や基本目

標ごとに設定した数値目標の達成見込みなどから「概ね順調」に進捗し

ていると評価する。 

・ しかし、基本目標の２及び３については、各小柱のＫＰＩの達成状況

などを見ると、県の取組みは概ね順調に進捗していると言えるものの、

基本目標ごとに設定した数値目標には、達成が困難と見込まれるものが

複数あることから、「概ね順調に進んでいるが、今後更なる取組みが必

要」と評価した。 
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・ また、基本目標ごとに対応が求められる課題等を意見として示した

（内容は別表のとおり）。 

・  第２期県総合戦略の策定に当たっては、これらのことを踏まえつつ、

市町村との意見交換のもと、広く県民の意見を聴取したうえで、柔軟な

発想で取組みを構成していくことが必要である。 

 

４ 第２期県総合戦略について 

・ 新たな時代の変化に対応し、切れ目なく地方創生の取組みを進めてい

くため、「2015-18年度評価報告書（案）」、「まち・ひと・しごと創生基

本方針2019（令和元年６月21日閣議決定）」、「かながわグランドデザイ

ン 第３期実施計画」を踏まえ、県総合戦略について必要な見直しを行

い、県民、県議会、市町村等の意見を踏まえて、令和２年３月に第２期

県総合戦略を策定する。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

 ・ 「2015-18年度評価報告書」の作成 

令和元年11月 神奈川県地方創生推進会議で議論 

「2015-18年度評価報告書」公表 

 ・ 「第２期県総合戦略」の策定 

   令和元年10月 「第２期県総合戦略（素案）」取りまとめ 

県・市町村間行財政システム改革推進協議会地方創生

部会で意見交換 

       11月 神奈川県地方創生推進会議で議論 

        12月 第３回県議会定例会に報告 

           県民意見募集を実施 

   令和２年１月 「第２期県総合戦略（案）」取りまとめ 

           神奈川県地方創生推進会議で議論 

        ２月 第１回県議会定例会に報告 

        ３月 「第２期県総合戦略」策定 

 

《参考資料》 

神奈川県まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015-18年度評価報告書（案） 
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評価結果一覧 ＜「参考資料」参照＞ 

 

基本目標 １ 県内にしごとをつくり、安心して働けるようにする 

 

基本目標 ２ 神奈川への新しいひとの流れをつくる 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)未病産業 ① 未病産業の創出・育成 概ね順調に進んでいます 

(2)ロボット産

業 

① ロボット関連産業の創 

出・育成 
今後の取組みに向けた意見 

(3)エネルギー

産業 
① エネルギー産業の振興 ・ 外国人人材の地域社会への受入支援について、

本人だけでなく、その子どもが生活をしていく上

で必要な支援について、今後も継続して対応して

いく必要があります。 

 

・ 働き方改革関連法が来年から中小企業に適用さ

れることを踏まえ、中小企業に対する啓発活動や

サポート人材の派遣などの取組みを引き続き進め

ていく必要があります。 

 

・ 安心して働ける労働環境の整備について、職場 

におけるハラスメントを防止する取組みを引き続 

き実施していく必要があります。 

(4)観光産業 ① 観光産業の振興 

(5)産業創出・

育成 

① 成長産業の創出・育成 

② 産業集積の促進 

③ 県内産業の成長促進 

(6)就業の促進 ① 就業の促進 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)神奈川ライ 

フの展開  

① 神奈川ライフの展開によ

る移住・定住の促進 

概ね順調に進んでいますが、今後、更なる取組み

が必要です 

(2)神奈川モデ 

ルのショー 

ケース化 

① ヘルスケア・ニューフロ

ンティアの発信 
今後の取組みに向けた意見 

② エネルギー自立型の住

宅・ビル・街の形成をめ

ざす神奈川の発信 

・ 人口増に向けた取組みについて、東京に目を

向けるだけでなく、神奈川とつながりの深い地

方を洗い出しプロモーションを行うなど、より

効果的・効率的に取組みを進めていく必要があ

ります。 
 

・ 移住の促進に向けた取組みについて、移住相談者

の多寡だけに目を向けるのではなく、相談者の属性

の分析や移住促進動画などを通じて、効果的な取組

みにつなげていく必要があります。 
 

・ 留学生の支援について、卒業後も神奈川にとどま

っていただくため、地元企業の紹介などの就職支援

や、その配偶者や家族等も含めた外国籍県民向けの

日本語教育の充実などについて検討していく必要が

あります。 
 

・ 観光客の誘致促進について、市町村のフィルム・コ

ミッションなどと連携し、神奈川を舞台にした作品の

誘致など、神奈川の魅力を発信する取組みを引き続き

進めていく必要があります。 

③ ロボットと共生する神奈

川の発信 

(3)観光プロモ 

ーションの 

推進 

① 外国人観光客の誘致促進 

② 国内観光客の誘致促進 

(4)地域資源を 

活用した魅 

力づくり 

① 県西地域活性化プロジェ

クトの推進 

② 三浦半島魅力最大化プロ

ジェクトの推進 

③ かながわシープロジェク

トの推進 

④ マグカルの推進 

⑤ 地域のマグネットとなる

魅力づくり 

別 表 
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基本目標 ３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 

基本目標 ４ 活力と魅力あふれるまちづくりを進める 

 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)結婚から育

児までの切

れ目ない支

援 

① 若い世代の経済的基盤の

安定、社会的自立に向け

た支援 

概ね順調に進んでいますが、今後、更なる取組み

が必要です 

② 結婚の希望をかなえる環

境づくり 
今後の取組みに向けた意見 

③ 妊娠・出産を支える社会

環境の整備 

・ 結婚支援について、民間による主体的な活動

を踏まえた官民の役割分担を行い、結婚の希望

をかなえる環境づくりに取り組んでいく必要が

あります。 

 

・ 医療体制の整備について、従来の補助金によ
る支援だけでなく、労務管理や労働時間短縮な
ど医師の働き方改革につながる取組みを進めて
いく必要があります。 

 

・ 待機児童の解消に向け、保育士の確保が進ま

ない要因についてしっかりと把握した上で、必

要な取組みを進めていく必要があります。 

 

・ 男性の育児参加の促進について、事業所におけ

る男性の育児休業取得率の目標値自体が低いこと

から、目標値の引き上げについて検討する必要が

あります。さらに、育児休業の実際の取得日数に

ついても実態を把握し、男性の育児休業の取得が

さらに進むような効果的な取組みを進めていく必

要があります。 

④ 子育てを応援する社会の

実現 

(2)男女共同参

画の推進 

① 女性の活躍支援と男女共

同参画の推進 

(3)働き方の改

革 

① 多様な働き方ができる環

境づくり 

中柱 小柱  部会における二次評価（案） 

(1)健康長寿の

まちづくり 

① 未病を改善する環境づく

り 
概ね順調に進んでいます 

② 高齢になっても活躍でき

る社会づくり 
今後の取組みに向けた意見 

(2)持続可能な

魅力あるま

ちづくり 

① 人口減少社会に対応した

まちづくりの推進 

・ 未病を改善する環境づくりについて、健康に

無関心や無行動な方々が未病改善に取り組める

よう、今後さらなる取組みを進めていく必要が

あります。 

 

・ 空き家対策について、市町村の実態調査によ

り、管理不全の状況などを把握した上で、市町

村が空き家の利活用を促進するための仕組みづ

くりを県として支援する必要があります。 

 

・ 市街地再開発を促進するため、開発後の状況など

について、市町と情報共有に努める必要がありま

す。 

② 個性豊かなまちづくりの

推進 

③ 安全で安心なまちづくり

の推進 

(3)交通ネット

ワークの充

実  

① 交流と連携を支える道路

網の整備・活用と鉄道網

の整備など 
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Ⅱ 台風第15号による県内の農林水産業の被害状況について 

  

神奈川県内で被害が発生した台風第15号について、現在判明している農林

水産業の被害状況を取りまとめたので、報告する。 

 

１ 台風第15号の本県への影響（横浜地方気象台まとめ） 

(1) 台風の概況 

９月５日に南鳥島近海で発生した台風第15号は、小笠原近海を北西に

進み、８日には次第に進路を北よりに変え伊豆諸島北部を北北東に進ん

だ。９日３時前に非常に強い勢力で三浦半島付近を通過、９日５時前に

強い勢力で千葉市付近に上陸後、関東地方を北東に進んだ（以上、速報

解析による）。 

(2) 降水の状況 

神奈川県では台風の接近に伴い、所々で１時間に30mmを超える激しい

雨を観測し、横浜では９日３時50分までの１時間に72.0mmの非常に激し

い雨を観測した。８日10時から９日11時までの総降水量は、アメダス箱

根 251.5mm、アメダス相模湖 179.5mm、横浜 177.5mm などを観測した。 

 (3) 風の状況 

８日夜遅くから９日朝にかけて強風となり、９日の日最大風速は、

横浜 23.4m/s、アメダス三浦 21.0m/s、アメダス辻堂 18.7m/s などを

観測した。 

海上では大しけとなった。 

＜横浜地方気象台における風の観測値＞ 

・最大風速   秒速 23.４m 

・最大瞬間風速 秒速 41.８m 

 (4) 気象警報等の状況 

県内では、９月８日17時２分に大雨警報、暴風警報が発表され、その

後、洪水警報が発表された。これらの警報は、９月９日10時24分までに

全て解除された。  
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２ 県内の農林水産業の被害について（令和元年９月25日現在） 

被害 
区分 

被害場所 被 害 の 内 容 
被害金額 
（速報値） 

農
畜
産
業
被
害 

横浜市 

・農業用ハウス（144棟）、果樹棚等（28件）、農業
用倉庫等（18棟）の破損 

・野菜（ナス、サトイモ等）、果樹（ナシ、カキ
等）、花き（植木類等）の損傷 

・水稲の倒伏 
・牛舎（５棟）、豚舎（９棟）、鶏舎（４棟）、堆肥
舎等（６棟）の破損、生乳廃棄 500kg 

約1億3,206万円 

川崎市 

・農業用ハウス（25棟）、果樹棚等（10件）、農業
用倉庫等（12棟）の破損 

・野菜（ナス、キュウリ等）、果樹（ナシ、カキ
等）、花き（露地切花）の損傷 

約 3,701万円 

相模原市 
・牧草管理小屋（１棟）の破損 
・飼料用トウモロコシの倒伏 

約 30万円 

横須賀市 

・農業用ハウス（62棟）、農業用倉庫等（14棟）の
破損 

・野菜（ナス等）の損傷 
・鶏舎（２棟）、堆肥舎（１棟）の破損 

約 1,674万円 

平塚市 

・農業用ハウス（９棟）、農業用倉庫等（１棟）の 
破損 

・野菜（ナス、ネギ等）、果樹（カキ、ブドウ）の損傷  
・水稲の倒伏 
・牛舎（２棟）、堆肥舎等（６棟）の破損 

約 1,430万円 

鎌倉市 
・農業用ハウス（20棟）の破損 
・野菜（ミズナ等）の損傷 約 2,878万円 

藤沢市 

・農業用ハウス（45棟）、農業用倉庫等（４棟）の 
破損 

・野菜（ナス、コマツナ等）、果樹（ナシ等）の損傷 
・牛舎（２棟）の破損 

約 5,018万円 

小田原市 
・農業用ハウス（４棟）の破損 
・果樹（キウイ、ナシ等）の損傷 約 530万円 

茅ヶ崎市 

・農業用ハウス（20棟）、農業用倉庫等（１棟）の 
破損 

・野菜（コマツナ、トマト等）、果樹（ナシ、カキ
等）の損傷 

・水稲の倒伏 
・農業用水路の転落防止フェンスの破損 
・牛舎（２棟）の破損 

約 1,011万円 

三浦市 
・農業用ハウス（37棟）、農業用倉庫等（１棟）の 
破損 

・野菜（ネギ）の損傷 
約 7,973万円 

秦野市 

・農業用ハウス（16棟）、農業用倉庫等（１棟）の
破損 

・野菜（オクラ等）、花き（露地切花）の損傷 
・水稲の倒伏 

約 583万円 

厚木市 

・農業用ハウス（20棟）、果樹棚等（５件）の破損 
・野菜（オクラ等）、果樹（ナシ等）の損傷 
・水稲の倒伏 
・牛舎（２棟）の破損 

約 310万円 
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被害 
区分 

被害場所 被 害 の 内 容 
被害金額 
（速報値） 

農
畜
産
業
被
害 

大和市 

・農業用ハウス（25棟）、ネット等（12件）の破損 
・野菜（ナス、ネギ等）、果樹（イチジク、ナシ等）
の損傷 

・水稲の倒伏 

約 337万円 

伊勢原市 

・農業用ハウス（39棟）、果樹棚等（９件）、農業
用倉庫等（２棟）の破損 

・果樹（カキ等）、花き（切花）の損傷 
・牛舎（２棟）の破損 
・飼料用トウモロコシの倒伏 

約 1,116万円 

海老名市 

・農業用ハウス（18棟）、農業用倉庫等（７棟）の 
破損 

・野菜（キャベツ等）の損傷 
・水稲の倒伏 
・牛舎（１棟）、堆肥舎（１棟）の破損 

約 1,248万円 

座間市 
・農業用ハウス（６棟）の破損 
・野菜（ナス等）の損傷 
・大豆、水稲の倒伏 

約 432万円 

南足柄市 ・果樹（キウイ等）の損傷 約 162万円 

綾瀬市 
・農業用ハウス（10棟）、果樹棚等（２件）の破損 
・野菜（ナス、キュウリ等）、果樹（ナシ等）の損傷 

約 666万円 

葉山町 ・農業用ハウス（１棟）の破損 約８万円 

寒川町 ・農業用ハウス（14棟）の破損 約 130万円 

大磯町 ・農業用ハウス（５棟）の破損 約 146万円 

二宮町 
・農業用ハウス（１棟）の破損 
・果樹（オリーブ）の損傷 約 761万円 

中井町 
・農業用ハウス（２棟）の破損 
・野菜（ナス等）、果樹（キウイ）の損傷 

約 79万円 

大井町 ・果樹（キウイ等）の損傷 約 35万円 

松田町 ・果樹（キウイ）の損傷 約 30万円 

山北町 ・果樹（キウイ）の損傷 約 102万円 

開成町 ・野菜（サトイモ）、果樹（キウイ）の損傷 約 18万円 

真鶴町 
・農業用ハウス（１棟）の破損 
・果樹（キウイ）の損傷 約 14万円 

湯河原町 ・果樹（キウイ）の損傷 約 41万円 

愛川町 
・農業用水路の法面の破損 
・牛舎（１棟）、堆肥舎（１棟）の破損 
・飼料用トウモロコシの倒伏 

約 1,772万円 

小    計 約4億5,452万円 

 

（内訳） 

施設関係被害額 

野菜・果樹関係被害額 

約2億7,510万円 

約1億7,941万円 
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被害 
区分 

被害場所 被 害 の 内 容 
被害金額 
（速報値） 

林
業
被
害 

横浜市 
・倒木（１箇所）、倒竹（１箇所） 
・倒木及び林地からの土砂流出（２箇所） 

約137万円 

相模原市 

・林道の法面崩落（１箇所） 
・路面の損傷による林道の通行止め（１路線） 
・倒木による林道の通行止め（１路線） 
・倒木（１箇所） 

約230万円 

横須賀市 
・倒木（１箇所） 
・倒木及び林地からの土砂流出（１箇所） 

約100万円 

鎌倉市 
・倒木（１箇所） 
・倒木及び林地からの土砂流出（４箇所） 
・林地からの土砂流出（11箇所） 

約42万円 

小田原市 ・倒木による林道の通行止め（１路線） 約20万円 

逗子市 ・倒木及び林地からの土砂流出（１箇所） 約250万円 

葉山町 
・倒木（１箇所） 
・林地からの土砂流出（１箇所） 

約16万円 

山北町 
・倒木による林道の通行止め（１路線） 
・林道の舗装損傷（１箇所） 
・林道の法面崩落（１箇所） 

約138万円 

箱根町 ・崩落土による沢の排水施設の損傷等（１箇所） 約150万円 

愛川町 ・倒木による林道の通行止め（１路線） 約10万円 

清川村 ・倒木、落石による林道の通行止め（１路線） 約50万円 

小    計 約1,145万円 

水
産
業
被
害 

県営漁港 ・三崎漁港において、仮設フェンスの倒壊 約300万円 

市町営漁港 

・金沢漁港において、防波堤等の一部損壊 
・柴漁港において、桟橋等の一部損壊 
・北下浦漁港において、突堤被覆ブロック、防潮扉の
損傷 

・平塚漁港において、護岸コンクリート舗装部の損壊 
・江之浦漁港において、航路標識の損傷 
・米神漁港において、船揚げ場海中の石の打ちあがり 

約330万円 

沿海漁協・ 
内水面漁協 

・漁船の沈没（３隻）、転覆・破損等（45隻） 
・漁具倉庫、荷捌き施設、大型定置網等の破損 

約2,469万円 

小    計 約3,099万円 

合     計 約4億9,697万円 

※表中の金額は、表示単位未満切り捨てのため合計と符合しない。 

※被害金額は、市町村等からの被害情報（面積、程度等）をもとに県が推計したものを含む。 
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損傷したナス（横浜市）    破損した農業用ハウス（三浦市） 

 

   

破損した堆肥舎（横須賀市）     林道への倒木（相模原市） 

 

  

林地での倒木（葉山町）     破損した漁具倉庫（横須賀市） 
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Ⅲ 神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正について 

   

県では、神奈川県生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）

の一部改正を予定しており、基本的な考え方について、平成31年２月の当常

任委員会に報告した。 

このたび、条例改正の基本的な考え方に対する県民意見募集等の結果等を

踏まえて、条例改正素案をとりまとめたので、その概要について報告する。 

 

１ 県民意見募集等の結果 

(1) 実施期間 

平成31年４月10日～令和元年５月９日 

(2) 意見募集の周知 

ア 県政記者クラブへの情報提供 

イ 県の窓口への配架 

県政情報センター、各地域県政情報コーナー、大気水質課 

ウ 県のホームページによる情報提供 

エ 神奈川県環境保全協議会等での周知 

(3) 市町村への意見照会 

平成31年４月２日～令和元年５月９日 

(4) 実施結果 

ア 寄せられた意見の件数 79件（県民 71件、市町村 ８件） 

イ 意見の内訳 

区 分 件数 

１ 災害を視野に入れた対応 6件 

２ 環境管理事業所・環境配慮推進事業所制度 13件 

３ アスベスト対策 10件 

４ 土壌汚染対策 1件 

５ 地下水採取規制 1件 

６ 所要の改正 0件 

７ その他 48件 

合計 79件 

※ １件の意見に対し、意見分類が複数に分かれる場合には、主な

意見について分類 
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ウ 意見の反映状況 

内  訳 件数 

(ｱ) 改正素案に反映するもの 1件 

(ｲ) 改正素案を検討する参考としたもの 0件 

(ｳ) 施行規則の改正や今後の施策展開の参考とするもの 4件 

(ｴ) 改正素案に反映しないもの 24件 

(ｵ) 現行条例においてすでに盛り込まれているもの 5件 

(ｶ) その他 45件 

計 79件 

 

エ 寄せられた主な意見 

(ｱ) 災害を視野に入れた対応 

・ 特定化学物質の漏洩防止について、平時から事業者負担による

対策を取るべきである。 

(ｲ) 環境管理事業所・環境配慮推進事業所制度 

・ 認定・登録数を増やすようなメリットを付けるべきである。 

・ 県の発注や調達を優先するような仕組みが必要である。 

・ 制度自体が不要であり廃止した方がよい。 

(ｳ) アスベスト対策 

・ 条例に強制力を持たせるべきである。 

・ 空き家から発生するアスベストが課題である。 

(ｴ) その他 

・ タバコの副流煙等県民ニーズに基づく課題に対応すべきである。 

・ ガソリン車を規制すべきである。 

・ 野良猫等に迷惑しており、街中での餌やりを禁止すべきである。 

 

２ 事業者からの主な意見 

(1) 全般的なこと 

ア 法規制と重複の是正等、法整備の状況を踏まえて見直してほしい。 

イ 役割を終えた規制の廃止や事務量を考慮した規制を検討してほしい。 

(2) 環境管理事業所・環境配慮推進事業所制度 

ア 認定等のメリットの見直しや手続きの簡素化等を検討してほしい。 

イ ISO14001等を取得していれば十分基準は満足しているのではないか。 
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３ 神奈川県環境審議会（令和元年８月７日開催）における主な意見 

(1) 災害の発生を視野に入れた対応 

・ 消防等の関係機関への化学物質情報の提供について、事業者の同意

の有無に関わらず、全ての情報を提供できるようにすべきである。 

(2) 環境管理事業所・環境配慮推進事業所制度 

・ 認定取得の促進のため、制度周知の徹底や事業者への働きかけを検

討してほしい。 

・ 立入検査など定期的に実施されている事項の回数減のような認定取

得によるメリットを検討してほしい。 

(3)  アスベスト対策 

・ 空き家からのアスベストの飛散防止等については、県による調査な

ど、踏み込んで検討してほしい。 

・ アスベストが使用されている建築物に関する情報の整理の方法、そ

の活用方法を示してほしい。 

・ 国の動向を注視し、法律以上の対応が必要かを見極めてほしい。 

 

４ 改正素案の概要 

(1) 災害を視野に入れた対応 

ア 指定事業所に係る手続きの特例措置 

条例に基づき設置の許可を要する事業所（以下「指定事業所※」とい

う。）に係る手続について、災害発生時における事業活動の早期復旧に

資するよう、知事が指定する大規模災害発生後の一定期間については、

特例の措置を設ける。 

※ 指定事業所とは、公害を生じさせるおそれがある作業（指定作業）

を一定の施設等（指定施設）を用いて行う事業所をいう。 

(ｱ) 設置の許可及び変更の許可に係る特例措置 

ａ 指定事業所に係る許可のうち、応急措置等に必要な許可につい

ては、一定の条件のもと不要とし、事後に特例の届出として手続

ができるよう規定を設ける。なお、応急措置の対象とする指定作

業は、発電の作業、廃棄物の処理の作業等に限定し、適用する期

間等は告示等により指定する規定を設ける。 

ｂ 特例の届出に関して、知事が審査し、許可基準に合致している

ものは許可を受けたものとみなす規定を設ける。 
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(ｲ) 変更の届出等の履行期限に係る特例措置 

ａ 指定事業所に係る変更の届出等について、災害発生時には、履

行期限を30日間延長する規定を設ける。 

ｂ 特例措置を適用する期間等は、告示等により指定する規定を設

ける。 

イ 有害な化学物質による環境リスク低減のための措置 

災害の発生により有害な化学物質が事業所から漏洩等した場合に備

え、災害発生に伴う化学物質による環境リスクを低減するための規定

を設ける。 

(ｱ) 化学物質情報の活用 

県内市町村の環境部局や各消防本部等に事業者の化学物質の取 

扱量等の情報を提供できるよう、規則で定めている事業者からの報

告様式中に情報提供に係る事業者の同意に関する欄を設ける。 

(ｲ) 汚染状況把握のための知事の措置 

災害時に有害な化学物質が環境中に漏洩等した場合に、県が市町

村又は民間事業者と連携を図りながら環境調査を実施する旨の規定

を設ける。 

 (2)  環境管理事業所・環境配慮推進事業所制度 

事業者の環境に関する自主管理を推進するため、環境管理事業所・環

境配慮推進事業所に係る規定を改正する。 

ア 環境配慮推進事業所の名称変更等 

(ｱ) 環境配慮推進事業所については、環境管理事業所より優れた取組

を行っていることを明確にするため、名称を「優良環境管理事業所」

に改める。 

(ｲ) 環境配慮推進事業所の登録申請には、環境管理事業所の認定申請

も必要としているが、優良環境管理事業所の認定に係る手続きのみ

申請できるよう合理化を図る。 

(ｳ) 優良環境管理事業所の認定期間を６年の範囲内で知事が定める期

間に延長する。 

イ 指定事業所に係る変更の届出免除 

環境管理事業所及び優良環境管理事業所については、一般の指定事

業所において必要となる変更の届出等の手続きを免除する。併せて、

環境管理事業所及び環境配慮推進事業所に係る変更の届出に名称の変

更等を追加する。 

 

 



- 14 - 

ウ その他 

優良環境管理事業所の認定申請に係る添付書類の簡素化を図るほか、

環境管理事業所の認定基準に過去３年間にわたって指定事業所に係る

許可違反がないことを追加する。 

 (3)  石綿（アスベスト）対策 

石綿の大気中への排出又は飛散の防止を徹底するため、大気汚染防止

法で定めるところに加え、条例において次の措置を定める。 

なお、石綿対策については、現在、環境省の中央環境審議会において、

今後の石綿の飛散防止の在り方について検討が進められていることから、

大気汚染防止法の改正内容が、下記事項と重複する場合には、条例には

規定しないこととする。 

ア 建築物等の解体等作業に係る石綿の飛散の防止 

今後、石綿が使用されている建築物等の解体等の増加が見込まれる

が、現行の条例には石綿に関する規定がないため、石綿の飛散・ばく

露防止対策をより確実にするための規定を設ける。 

(ｱ) 定義の改正 

石綿に係る規定が適用される建築材料、作業、工事について新た

に定義する。 

(ｲ) 事前調査 

建築物等の解体等作業を伴う建設工事の施工者は、事前調査を実

施し、その結果を記録及び保存するとともに、解体等工事に関係す

る者に事前調査の結果を周知し、石綿飛散防止対策の徹底を指示し

なければならない旨の規定を設ける。 

(ｳ) 届出 

ａ 大気汚染防止法に規定する特定工事の発注者又は特定工事を自

ら施工する者は、同法第18条の15第１項又は第２項の規定に基づ

く届出の際に、事前調査結果等を届け出る規定を設ける。 

b 上記の届出をした者は、作業完了後においてもその旨を届け出

る規定を設ける。 

(ｴ) 周辺住民への周知 

石綿除去等の工事の施工者は、あらかじめ広告物の配布等の方法

により周辺住民等に対し、工事施工者の氏名又は名称、作業実施期

間等を周知する旨の規定を設ける。 

(ｵ) 石綿濃度等の測定 

石綿除去等の工事の施工者は、工事中における大気中の石綿濃度

等を測定し、その結果を記録、保存しなければならない旨の規定を
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設ける。 

(ｶ) 事故時等の措置 

石綿の粉じんを大気中に排出し又は飛散し若しくはそのおそれが

生じたときは、その旨を県及び関係市町村に通報するとともに、石

綿の粉じんの排出等を防止するための応急措置をとる旨の規定を設

ける。  

(ｷ) 違反者等への勧告 

事前調査等の規定に違反している者等に対して、必要な措置を講

ずべきことを勧告できるよう規定する。また、正当な理由がなく当

該勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができるよう

規定する。 

イ 石綿を含有する建築材料を使用する建築物の適正管理 

災害で倒壊した建築物や長期間放置された建築物等からの石綿の飛

散を防止するため、建築物等の所有者、管理者及び占有者は、当該建

築物等に石綿を含有する建築材料が使用されているかを把握するとと

もに、石綿の粉じんの排出又は飛散を防止するために必要な措置を講

じるよう努める旨を規定する。 

 (4) 土壌汚染対策 

土壌汚染対策法と連携した効果的な取組を推進するため、同法の規制

対象となる土地について、条例手続を不要とする合理化を図る。 

ア 事業所廃止時の調査報告の適用除外 

特定有害物質使用事業所のうち、土壌汚染対策法で規定する有害物

質使用特定事業場については、同法において廃止時調査の義務がある

ことから、法規制される土地については、条例による事業所廃止時の

調査報告を不要とする規定を設ける。 

イ 土地の形質変更時の届出の適用除外 

(ｱ) 特定有害物質使用事業所の敷地において土地の形質の変更を行お

うとするときに、当該面積が一定以上である場合又は土壌汚染対策

法による要措置区域等である場合には、同法による届出義務がある

ことから、法規制される土地については、形質の変更に係る条例の

届出を不要とする規定を設ける。 

(ｲ) 事業所敷地内の通常管理として行うものであって、周辺環境への

影響が低い土地の形質の変更については、条例の届出を不要とする

規定を設ける。 

ウ 事業者による記録管理の交付の追加 

特定有害物質使用地の譲渡、返還又は貸与時に交付義務のある特定
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有害物質の使用状況等の記録及び土壌調査結果記録等について、土壌

汚染対策法による調査に活用されるよう、法による調査が必要となる

廃止時又は土地の形質の変更時において、特定有害物質使用事業所の

設置者は当該記録等を土地所有者等（法調査義務者）に交付する義務

を追加する規定を設ける。 

エ ダイオキシン類管理対象地に係る規定の準用 

ダイオキシン類管理対象地については、特定有害物質使用地に係る

規定を準用して規定していることから、土地の形質の変更に係る改正

規定をダイオキシン類管理対象地について準用するよう改める。 

(5) 地下水採取規制 

地下水を採取するための揚水施設の設置に係る許可事項の変更につい

て、手続の合理化を図る。 

ア 地下水採取に係る変更許可事項の見直し 

採取予定量を減少させる変更など揚水施設の構造基準の確認を要さ

ない変更については、許可から届出とするよう改める。 

 (6) その他の改正 

ア 田園住居地域の追加 

都市計画法の改正により、「田園住居地域」が創設されたことに伴い、

これを低層住居専用地域と同等の取扱いとする規定を追加する。 

イ 指定事業所に係る変更届出事項の追加 

指定事業所に係る原材料、燃料等の変更について、変更の許可に該

当しない変更を、変更の届出に追加するよう規定を整理する。 

ウ 水質汚濁防止に係る排水指定物質の規定方法の見直し 

排水指定物質ごとに定めている許容限度を、排水指定物質を構成す

る化合物も含む規定方法に改め、規則で定める規制基準の表記と整合

するよう所要の見直しを行う。 

エ ディーゼル車規制に係る基準等を規則委任事項に整理 

ディーゼル車の規制基準等を本条例に基づく他の規制基準と同様に

規則委任事項とするよう規定を整理する。 

また、別表第４中の硫黄分の基準値について、揮発油等の品質の確

保等に関する法律で定められている基準値に合わせるよう規定を整理

する（規則改正で対応）。 

(7) 罰則の変更 

指定事業所に係る手続きの特例措置の新設に伴い、罰則の規定を整理

する。 
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５ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年12月 環境審議会から条例改正について答申 

令和２年２月 条例改正議案を提出 

令和２年10月 改正条例の施行 
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Ⅳ 鳥獣被害対策の取組について 

 

 県では、平成29年度に設置した「かながわ鳥獣被害対策支援センター」を

中心に鳥獣被害対策を強化しており、県内の農作物被害額はやや減少傾向に

あるが、依然として高い水準にある。 

そこで、鳥獣被害対策について、今年度の主な取組状況等を報告する。 

 

１ これまでの取組状況 

(1) 県内の農作物被害額等の推移 

 
 

(2) 県内の鳥獣捕獲数の推移 

鳥獣被害をもたらす主な鳥獣の捕獲数は増加傾向にある。 

 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 
H30 

(速報値) 

ニホンジカ 1,627頭 2,083頭 2,049頭 2,143頭 2,297頭 2,851頭 2,780頭 2,645頭 

ニホンザル 56頭 114頭 74頭 173頭 108頭 139頭 200頭 143頭 

イノシシ 1,033頭 1,625頭 981頭 1,578頭 1,520頭 2,603頭 2,196頭 2,469頭 

 

２ 第二種特定鳥獣管理計画に係る取組 

(1) ニホンジカ対策について 

   平成29年３月に策定した「第４次神奈川県ニホンジカ管理計画」に基

づき対策を推進するとともに、懸念されている生息域の拡大や局所的な

高密度化への対策についても取り組む。 

＜主な取組＞ 

・ 令和元年度の事業実施計画を平成31年４月に策定し、シカの生息

密度や植生の状況に応じた個体数調整を進めている。 

・ 丹沢山地の山稜部に加え、定着防止区域である箱根山地において

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

被害額（千円） 159,817 152,269 99,635 225,590 142,464 189,608 183,173 250,253 212,721 185,946

被害面積（ha） 175.79 235.31 93.62 170.74 130.93 152.61 148.90 211.68 193.59 53.92
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も、県による管理捕獲を強化するとともに、市町等においても捕獲

が進んでいる。 

(2) ニホンザル対策について 

   平成29年３月に策定した「第４次神奈川県ニホンザル管理計画」に基

づき、対策を推進する。 

＜主な取組＞ 

・ 令和元年度の事業実施計画を令和元年５月に策定し、群れごとの

管理目標等を定め、ＧＰＳ首輪を用いた効率的な追い上げなど、市

町村等への技術的支援に努めながら対策を行う。 

・ 市街地を中心に生息する管理困難な群れや、生息エリアが重複す

る群れについては、群れの除去に向けた捕獲を行っている。 

・ 平成31年４月には、丹沢地域個体群の鳶尾群について除去が完了

した。 

(3) イノシシ対策について 

   イノシシによる農作物被害の軽減や生息分布の拡大を防止するため、

平成30年10月に策定した「神奈川県イノシシ管理計画」に基づき、生息

分布拡大を抑制するための捕獲など対策を強化する。 

＜主な取組＞ 

・ かながわ鳥獣被害対策支援センターを中心に、イノシシに係る「地

域ぐるみの対策」を支援する。 

・ 国の指定管理鳥獣捕獲等事業費交付金を活用し、葉山町二子山地

区で箱わなや囲いわなによる捕獲に取り組み、イノシシの生息分布

域拡大を抑制する。 

・ 県西地域において、ＩＣＴを用いた試行的な捕獲を11月頃実施す

る予定。 

 

３ かながわ鳥獣被害対策支援センターの取組 

鳥獣被害対策は、集落環境整備、防護対策及び捕獲の３つの基本対策を、

地域が一体となって取り組む「地域ぐるみの対策」が効果的である。 

こうした取組を広げていくため、地域県政総合センター単位で実施して

いた支援を集約して、高い専門性を持つ「かながわ鳥獣被害対策支援セン

ター」を平成29年度に設置した。 

令和元年度は引き続き、市町村や関係機関と連携して効果的な対策の 

提案、技術支援、効果検証などの支援を行うほか、昨年度に制定した「か

ながわ鳥獣被害対策アドバイザー制度」を本格運用し、鳥獣被害対策の担

い手となる人材育成を進めていく。 
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 (1) 設置場所 

平塚市西八幡１－３－１ 平塚合同庁舎別館 

 (2) 体制 

10名（常勤６名、非常勤４名） 

・ 常勤 リーダー（事務）１名、鳥獣被害対策支援マネージャー１名 

       主査（農業）２名、主査（林業）１名、主査（事務）１名 

  ・ 非常勤 鳥獣被害対策専門員 ４名 

※地域県政総合センター単位に地域別担当者を定めている。 

     ※機動力：ワゴン１台、ライトバン１台、軽トラック２台 

 (3) 業務内容 

ア 「地域ぐるみの対策」支援 

   ・ 鳥獣の出没及び被害等の状況把握、対策への合意形成の支援 

   ・ 重点取組地区における対策の計画策定支援、対策の実施、効果検 

    証 

イ 個別対策の技術支援 

・ ニホンザルの管理に係る専門的な技術支援 

・ 指定管理鳥獣（イノシシ）捕獲等事業の実施 

・ 新規性の高い対策技術の導入検討 

・ 講習会等への講師派遣及び普及啓発、個別対策に係る相談への助 

 言 

ウ 人材育成 

・ 地域リーダー育成、市町村職員等への研修 

・ 身近な相談役である「かながわ鳥獣被害対策アドバイザー」の育 

 成 

 (4) 「地域ぐるみの対策」の立ち上げ支援 

市町村や地域住民等が一体となって取り組む「地域ぐるみの対策」を

普及していくため、「重点取組地区」を選定し、技術的支援を行っている。 

令和元年度は、新たに７地区を追加選定し、平成30年度までに選定し

た11地区と合わせて18地区で取組を進めている。 

ア 重点取組地区の対策 

被害が発生している地域の現状を把握し、必要な対策について合意

形成を図りながら計画を作成し実行するとともに、対策の効果検証と

評価を行いながら、地域の自立を促す。 

また、「地域ぐるみの対策」の普及を図るため、重点取組地区の対策

の効果を広く周知するとともに、他の地域の住民が参加できる現場で

の被害対策技術講習会を開催する。 
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イ 重点取組地区の選定 

＜選定の視点＞ 

次の視点で今年度の重点取組地区を選定した。 

ａ 鳥獣種及び地域的に地域ぐるみの対策の空白域となっている。 

ｂ 鳥獣による人身被害が懸念されるなど、緊急に解決すべき問題が

ある。 

ｃ 侵略的な外来生物等の被害の初期段階にある。 

ｄ 他施策との連携により対策の相乗効果が期待できる。 

 

＜令和元年度に選定した重点取組地区での取組＞ 

◆ 令和元年度～【７地区】 

項
番 地区名 主な対象鳥獣 地域事情及び取組状況 

選定の 
視点 

１ 川崎市麻生区 
岡上地区 

アライグマ、 
ハクビシン 

直売や芋掘り等の消費者交流型の農業生
産が盛んな地域で、捕獲を中心とした対策
を行っているが、管理不足の山林や収穫残
さの放置等により被害が軽減していない。 
集落環境調査を行い、勉強会で結果の周

知と併せて対策の提案を行った。対策の一
環としてアライグマ専用捕獲器の試行を継
続している。 

a､c 

２ 
相模原市緑区 
鳥屋（とや）地
区 

イノシシ、 
サル、シカ 

 特産品としての津久井在来大豆の採種地
域であり、多様な鳥獣種による被害から防
護するための緊急的な対応が必要である。 
 集落環境調査を行い、勉強会で結果の周
知と併せて対策の提案を行った。支援セン
ターの助言のもと、農業技術センターが電
気柵の展示ほを設置した。 

b､d 

３ 

厚木市 
小野、七沢、上
古沢、下古沢、
森の里地区 

サル 

 直売農家の多い地域で、サルによる被害
が恒常化し、市の追払い活動が行われてい
るが、生活被害も拡大しつつある。対策と
して情報機器を活用した追い払い位置情報
のデータベース化に取り組む。 
 地域のサル追い払い員等とデータベース
化に伴うフォーマット作成に係る意見交換
を行い、システム化に向けた課題整理を行

a､b､d 

 

集落環境診断 
（令和元年６月５日 清川村金翅地区） 
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っている。ＧＰＳ首輪情報の継続した提供
を行うことで、対象地域の群れ（煤ケ谷
群）の除去に向けた捕獲が急速に進んでい
る。 

４ 綾瀬市 
深谷上地区 アライグマ 

 米軍基地と隣接する工業団地地域で生活
被害が見られ、それぞれで捕獲中心の対策
を行っているが、地域で一体となった計画
的な取組みが望まれる。 
 集落環境調査を行い、勉強会で結果の周
知と併せて対策の提案を行った。アライグ
マ専用捕獲器を設置し、わな管理に係る講
習を実施した。 

a､c 

５ 
清川村 
金翅(こんじ)地
区 

イノシシ、 
サル、シカ 

 山とゴルフ場に囲まれた地域で、複数獣
種による被害が生じている。家庭菜園への
生活被害も懸念される。猟友会による捕獲
以外の対策が進んでいない。 
 集落環境調査を行い、勉強会で結果の周
知と併せて対策の提案を行うことで、地域
住民主体の環境整備を 11月頃に実施する
ことが決まった。 

a､b 

６ 秦野市 
平沢小原地区 イノシシ 

 住宅街に近接して野菜や果樹の栽培があ
り、急速にイノシシ被害が目立ち始めてい
る。通学路への出没等の生活被害も出始め
ているが目立った対策は行われていない。 
 ドローンによる３Ｄ撮影及び赤外線カメ
ラ撮影結果と集落環境調査結果を勉強会で
周知し、併せて対策を提案した。本年度の
対策として、防護柵の設置や環境整備を検
討することが決まった。 

a､b､d 

７ 
小田原市 
上曽我、曽我大
沢地区 

イノシシ、 
シカ 

 果樹園を中心とした地域でイノシシの
被害が多く、捕獲以外の取組みがなされて
おらず捕獲頭数が増加傾向である。隣接地
域からのシカの流入も少しずつ認められ
ている。 
 集落環境調査を行い、勉強会で結果の周
知と併せて対策を提案した。本年度の対策
として、防護柵の設置に向けた準備を実施
することが決まった。 

a､b､d 

 

＜これまでに選定した重点取組地区での取組＞ 

各地区とも取組の体制が構築され、次のような取組が行われている。 

平成30年度は、集落環境整備、防護対策、捕獲など地域の自主的な取組

状況を把握して、ヤブ刈りの手法や防護柵の設置計画、捕獲わなの運用と

いった、技術面でのフォローアップを行った。 

◆ 平成30年度～【５地区】 

項番 地区名 主な対象鳥獣 令和元年８月末現在の取組状況 
選定の 
視点 

1 

横須賀市 

東浦賀町 

２丁目地区 

サギ 

サギの生息状況等の調査を踏まえ、勉強
会で、再度大規模な営巣による被害が生じ
た場合の対策案を周知した。 
平成30年度以降、大規模な営巣が無いた

め糞被害が減少している。引き続き、他地域
での対策実施例なども踏まえながら、フォ
ローアップを行っていく。 

a､b 
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※「展示ほ」：実際の農地に電気柵等の侵入防止技術などを展示し、その効果を実証するためのほ場 

 

◆ 平成29年度～【６地区】 

2 

愛川町 

田代（平山） 

地区 

イノシシ 

集落環境調査の結果等を基に地域と協力
して既存の広域防護柵の補修や箱わなの追
加設置が行なわれた。引き続き、情報提供等
によるフォローアップを行っていく。 

a､b 

3 
藤沢市 

葛原地区 
ノウサギ等 

集落環境調査の結果等を基に、農業技術
センターと協力して電気柵の展示ほを設置
した。また、多様な営農形態でも実施できる
対策ポイント等を資料配布した。 
当該年度の被害は軽微だったが、引き続

き、必要に応じて情報提供等によるフォロ
ーアップを行っていく。 

a､b､d 

4 

大磯町 

生沢・寺坂 

地区 

イノシシ 

ハクビシン等 

集落環境調査の結果等を基に農業技術セ
ンターと協力して電気柵の展示ほ※を設置
し、また、町、ＪＡと連携して果樹の対策に
係る技術指導を行った。 
地区外からの住民も参加し電気柵の設置

や放任果樹園や竹林の整備等が進んだ。 
引き続きフォローアップを行っていく。 

a､b､c､d 

5 

湯河原町 

鍛冶屋･城堀 

･宮下地区 

イノシシ 

サル 

集落環境調査の結果の他、GPSを用いた
技術の試行によりサルの移動ルート等がわ
かり、地域への周知、個人での追い払い活
動やヤブ刈りの意識付け等ができ、主要な
泊まり場が移動した。 
イノシシの正確な対策方法が認識され、

町協議会による視察研修会が開催された。
主要地域の代表者等の理解が得られたので
引き続きフォローアップを行っていく。 

a､b 

項番 地区名 主な対象鳥獣 令和元年８月末現在の取組状況 選定の 
視点 

1 
葉山町 
二子山地区 

イノシシ 

自動撮影カメラによる監視を行い地域へ
の状況提供を適宜行っている。 
地域では、捕獲実施隊による捕獲が継続し

ており実績が上がっているほか、集落環境整
備としてヤブ刈りも実施されている。今後も
地域と情報共有をしつつフォローアップを
行っていく。イノシシ計画に基づく捕獲支援
やＩＣＴ技術の活用を試行している。 

a､b 

2 
相模原市 
緑区 
名倉地区 

イノシシ 
シカ 

名倉地域の５集落が同時に対策を始め、
自治会を中心とした自営組織として運営が
図られており、自動撮影カメラの設置や捕
獲檻の管理がなされている。月 1頭程度で
イノシシの捕獲が見られており、シカの捕
獲もあった。 
当該地域の年１回の会合に講師として出

席し、助言指導を継続するとともに、アド
バイザー研修の受け入れ等に協力を得てい
る。 

a､d 
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【参考】地域ぐるみの鳥獣被害対策の支援状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ これまでの取組の成果 

・ ３つの基本対策（集落環境整備、防護対策及び捕獲）に対する共

通理解が深まった。 

・ 鳥獣被害対策の知識の普及、啓発が進んだ。 

・ いくつかの地域で地域ぐるみの対策に取り組む体制が構築された。 

3 
平塚市 
土沢地区 

イノシシ 
シカ 

ワイヤーメッシュ柵を2カ年連続して交付
金により設置し、近隣での捕獲が容易とな
り、他地域のイノシシ、シカの動きが明確と
なった。令和元年度も、より広域の環境調査
を実施して対策を提案しており、農地の防除
と見回りの体制を構築し、効率よく捕獲でき
るよう支援する。 

a､d 

4 
茅ヶ崎市 
萩園地区 
（堤地区） 

アライグマ 
（クリハラリ
ス） 

アライグマは足跡のみで被害は見られな
いという状況となった。 
クリハラリスは事業実施後１か年経過を

観察し、被害農家から高い評価が得られた。
引き続き、フォローアップとして技術情報の
提供を引き続き行っている。 

a､c 

5 
二宮町 
一色地区 

イノシシ 
シカ 

当初予定した場所では調整がつかず、別
の場所で柵を設置したが、設置作業には多
くの方の参加があり、意欲的な活動となっ
た。 
防護柵の設置による効果を調査し引き続き

協議会を通じたフォローアップ支援を行う。 

a､d 

6 
大井町 
高尾地区 

イノシシ 
シカ 
ハクビシン 

農地周辺のヤブ刈りが適切になされ、新規
の防護柵の設置や既存の電気柵の設置方法
の改善が見られる。また、捕獲活動も継続し
ており実績が上がっている。 
 フォローアップとして集落環境調査や自
治会との情報交換を適宜行っている。 

a､d 

☆ 

凡例 
 ●：H24年度～H28年度の取組地域 
★：H29〜30 年度選定 重点取組地区 
☆：R元年度選定 重点取組地区 
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・ 「自動撮影カメラの映像の分析に基づいたアドバイスの提供を受

けてわな捕獲が進んだ、防護柵の設置の仕方について指導を受けて

被害がなくなった」などの声が聞かれる。 

・ ドローンなどの新技術の導入により、対策の推進にかかる負担が

軽減された。 

 (5) ニホンザルに係る専門的な技術的支援 

第４次管理計画に基づく各年度の事業実施計画の策定と事業実施に当

たり、モニタリングや効果的な事業実施に向けた技術的支援を行う。 

ア ニホンザルのモニタリングの実施 

群れごとに発信器を装着し、個体数及び行動域などの生息状況調査

を実施する。 

＜スケジュール＞ 

令和元年６月～令和２年３月 

・ ニホンザル生息状況調査委託業務の実施 

イ 捕獲したニホンザルの個体分析 

捕獲した個体の性・年齢から、捕獲が的確に行われていることを検

証するとともに、繁殖状況や栄養状態をモニタリングしており、得ら

れたデータを次年度の計画に活用する。 

＜スケジュール＞ 

令和元年７月～令和２年３月 

・ ニホンザル捕獲個体分析委託業務の実施 

(6) 新規性が高い対策技術の導入検討 

専門的な観点からの技術支援として、錯誤捕獲のないアライグマ専用

わなの試行や新たな集落環境調査の検討など、対策技術の試行を通じて

市町村や地域住民に支援センターの取組を示していく。 

ア 夜間撮影及び３Ｄ画像を用いた鳥獣被害対策の促進に係る委託業務 

ドローンを使った夜間の動物の出没状況を把握するとともに、対策

の３Ｄシミュレーションを行い、その結果を地域に示すことにより対

策に係る合意形成を加速化させる。 

＜スケジュール＞ 

令和元年６月～令和２年３月 

＜実施場所＞ 

秦野市平沢 

イ アライグマ専用捕獲器による捕獲調査委託業務 

イエネコ等の錯誤捕獲のないアライグマ専用のわなと既存のわなと

の捕獲効率などについて比較検討を行い、その成果を地域主体の継続

的な対策に活用する。 
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＜スケジュール＞ 

令和元年11月～令和２年３月 

＜実施場所＞ 

綾瀬市深谷上 

ウ ＡＩを用いたドローン撮影画像等の自動識別に係る委託業務 

動物の出没把握の更なる省力化と効率化を図るため、ドローンによ

る空中撮影や定点カメラで撮影した画像について、ＡＩによる画像識

別技術を用いた識別試験を実施し、把握した動物の出没情報を地域に

おける効果的な対策に活用するとともに、実用化に向けたデータの蓄

積を行う。 

＜スケジュール＞ 

令和元年10月～令和２年３月 

＜実施場所＞ 

伊勢原市子易、秦野市平沢 

 (7) 指定管理鳥獣（イノシシ）捕獲等事業の実施 

近年、生息分布が拡大し、生活被害・人身被害の急増が懸念されてい

る横須賀三浦地域において、指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画に基づき、

国の交付金を活用して県による捕獲を実施する。また、県西地域におい

て、ＩＣＴを活用した捕獲の試行を予定している。 

ア 生息分布域拡大防止のための捕獲 

イノシシの定着を解消するため、箱わな及び群れごと捕獲する囲い

わなによる捕獲を実施する。 

＜スケジュール＞ 

令和元年５月～令和元年９月 

・ イノシシ捕獲委託業務の実施 

＜実施場所＞ 

逗子市、葉山町内 

イ ＩＣＴを用いた捕獲技術の実地検証 

多数のくくりわなを一括で遠隔監視するシステムを試行運用し、わ

なの見回り負担軽減の効果を検証する。 

＜スケジュール＞ 

令和元年10月～令和２年３月 

・ ＩＣＴを活用したイノシシ捕獲の試行委託業務の実施 

＜実施場所＞ 

小田原市内 

 (8) かながわ鳥獣被害対策アドバイザーの育成 

ＪＡ神奈川県中央会等と連携して、各地域の営農指導員などの農協職
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員等を対象に１年を通じて６回程度の実務研修を行い、農家や地域住民

が気軽に相談できる身近なアドバイザーとして必要な知識、技術の習得

を促す。 

ア 内容 

(ｱ) 座学研修：関連法規と農業被害を及ぼす野生鳥獣の生態等 

(ｲ) 実技研修：集落環境調査、被害の見分け方、環境整備、簡易柵の

設置等 

(ｳ) 事例紹介研修 

＜開催実績等＞ 

令和元年度の受講者は14名。欠席者に対しては、後日、補講を実施。 

※平成30年度受講 アドバイザー登録者 13名 

令和元年５月10日 第１回研修会 13名 

（座学研修:関係法規、野生鳥獣の生態の講義） 

７月12日 第２回研修会 11名 

（実技研修：集落環境調査等） 

９月26日 第３回研修会 12名 

（実技研修：竹林等の環境整備）  

10月31日（予定）第４回研修会 

（実技研修：簡易防護柵等の設置）  

令和２年１月  （予定）第５回研修会 

（事例紹介研修：対策事例紹介）  

２月  （予定）第６回研修会 

（座学研修：ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ、修了証授与） 

イ アドバイザー登録者向け研修 

    令和元年 9月 24日  ドローン初心者研修（座学、実技） 

    令和２年１月（予定） 先進事例視察研修（群馬県、鳥・ｲﾉｼｼ対策） 

 (9) 講習会等への講師派遣及び普及啓発 

豚コレラ対策のためイノシシ防護に係る畜産関係者への技術指導のほ

か、県内各地の農業協同組合で開催する鳥獣被害対策に関する研修会等

への講師派遣、小田原市内の小学生を対象としたイノシシ・サルに係る

研修に協力している。また、農協広報誌への技術情報提供等を行ってい

る。 

＜実績＞ 

 講師派遣等：令和元年度  20回（８月末時点） 

 （参考）平成 30年度実績 29回 

広報誌掲載：ＪＡはだの、ＪＡ湘南、ＪＡいせはら 
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Ⅴ 宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者候補の選定について 

 

県では、県民サービスの向上と経費節減を図るため、指定管理者制度を導

入しているが、宮ケ瀬湖周辺施設（宮ケ瀬やまなみセンター、宮ケ瀬湖集団

施設地区及び鳥居原園地並びに宮ケ瀬湖カヌー場）については、令和２年度

末に指定期間が満了となるため、次期の指定管理者候補の選定について報告

する。 

 

１ 施設の目的・概要 

別紙１のとおり 

 

２ 指定管理者制度による施設の管理運営状況の総括 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設の管理

運営が適切に行われていることを確認した。 

宮ケ瀬湖周辺地域の情報発信や周辺の施設利用、イベント参加申込み等

を宮ケ瀬やまなみセンター別館に窓口を一本化することでサービスの向上

を図るとともに、施設の維持管理についても、清掃や害虫駆除等の委託業

務の合併発注などによる効率化や経費削減が認められ、指定管理者制度に

よる管理運営は有効であると評価できる。 

このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 

(※収支状況及び委託実績は別紙２のとおり) 

 

３ 指定管理者候補の選定方法 

一者指定・非公募により選定する。 

 （理由） 

(1) 宮ケ瀬湖周辺施設設置の経緯 

   宮ケ瀬湖周辺施設は、ダムの建設と周辺地域の振興・活性化などを図

ることを目的として策定された「宮ケ瀬ダム貯水池周辺地域整備基本計

画」を推進するため、国や県、地元市町村の役割分担を踏まえた合意に

基づき設置された。また、周辺地域の振興と発展に寄与し、同計画を推

進する母体として「宮ヶ瀬ダム周辺振興財団」が設立され、宮ケ瀬湖周

辺施設の管理と地域の活性化推進事業を実施してきた。 

(2) 宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者に求められる要件 

   宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者には、宮ケ瀬湖周辺地域の特別な事情

から、次の要件を満たすことが不可欠である。 

  ア 宮ケ瀬ダムの建設が、水没地域の住民並びに地元市町村の多大な協
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力により実現したことに対し深い理解があること。 

  イ 単なるサービスの向上や効率的な運営に留まらず、宮ケ瀬湖周辺地

域の振興と活性化の中心的役割を担えること。 

  ウ 周辺地域活性化事業の実施にあたり、国、県、地元市町村とスムー

ズに連携を図ることができること。 

  エ 指定管理者となることについて地元市町村から合意が得られること。 

(3) 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団の実績 

      宮ヶ瀬ダム周辺振興財団は指定管理者として、国・県・地元市町村と

の合意はもとより、地域住民とも合意形成を図りながら、当該施設を管

理運営しており、以下の効果がみられた。 

 ア 施設の一部を活用した各種イベントの開催など、新たな事業等が開

催されている。 

 イ 宮ケ瀬湖周辺施設を一体的に管理することにより、中長期的な地域

振興や施設間の連携効果が発揮され、施設運営の効率化及び経費削減

という観点からも効果が発揮されている。 

 ウ 平成29年度に財団は「日本版ＤＭＯ法人」の認定を受け、宮ケ瀬周

辺地域の振興の舵取り役として地域活性化に向けた様々な取組みを推

進している。 

 

４ 指定期間 

５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）とする。 

 

５ 指定の単位 

宮ケ瀬やまなみセンター、宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地並びに

宮ケ瀬湖カヌー場の３施設は周辺地域の振興のため一体的に計画・整備さ

れた経緯があり、中長期的な地域振興や施設間の連携効果発揮という観点

から、複数の施設を一体的に管理することがより効果的・効率的と判断さ

れるため、３施設をもって１つの選定単位とする。 

 

６ 利用料金制の導入 

従来の小中沢駐車場及び野外音楽堂に加え、新たにグラススライダーに

利用料金制を導入する。 

 

７ 選定基準の考え方 

(1) 指定管理者に求める能力・内容 

ア 指定管理業務実施に当たっての考え方、運営方針等 
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イ 施設の維持管理 

ウ 利用促進のための取組み、利用者への対応、利用料金 

エ 事故防止等安全管理 

オ 地域と連携した魅力ある施設づくり 

カ 人的な能力、執行体制 

キ 財政的な能力 

ク コンプライアンス、社会貢献 

ケ 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

コ これまでの実績 

(2) 選定基準の作成にあたって重視する視点 

ア 総合的な運営方針 

・ 宮ケ瀬湖周辺地域の特別な事情を踏まえた運営管理 

・ 宮ケ瀬湖の水質の保全、周辺地域の自然環境の保全と充実等を図

りながら、併せて周辺地域の振興・活性化を図ること 

イ 維持管理業務 

 ・ 個々の施設の特性を踏まえた維持管理 

 ・ 一体運営による効果的・効率的な維持管理 

  ウ 施設運営業務 

 ・ 個々の施設の特性を活かした利用促進のための企画・取組 

 ・ 一体運営により可能となる利用促進のための企画・取組 

 ・ 接客、苦情処理、利用者ニーズの把握 

 ・ 事故防止等安全管理 

  エ 地域や地元市町村、関係機関等との連携及び協力 

(3) 選定基準の配点割合 

サービスの向上：50点、管理経費の節減等：25点、団体の業務遂行 

能力：25点 
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８ 外部評価委員会委員（案） 

氏名 
性

別 
職業 分野 

本県の指定管理者

選定委員の経験の

有無 

（委員会名） 

選定理由 

宮林 茂幸 男 
東京農業大学 

教授 
学識経験者 

有 

宮ケ瀬湖周辺施

設指定管理者外

部評価委員会 

神奈川県立のビ

ジターセンター

指定管理者外部

評価委員会 

大学教授として、

水源地の地域振

興、地域づくりに

対する知識・造詣

が深い。 

藏本 隆 男 公認会計士 
経理に関する識

見を有する者 

有 

宮ケ瀬湖周辺施

設指定管理者外

部評価委員会 

神奈川県立かな

がわアートホー

ル指定管理者外

部評価委員会 

公認会計士として

経理に関する深い

識見を有してい

る。 

城田 孝子 女 弁護士 
法務に関する識

見を有する者 

有 

神奈川県立のビ

ジターセンター

指定管理者外部

評価委員会 

弁護士として法務

に関する深い識見

を有している。 

髙島 眞美 女 
社会保険労務

士 

労務管理に関す

る識見を有する

者 

有 

神奈川県立スポ

ーツ 施設指定

管理者外部評価

委員会 

社会保険労務士と

して労務管理に関

する深い識見を有

している。 

北村 美仁 男 

一般社団法人

相模原市観光

協会 

専務理事   

施設利用者代表 無 

地元観光協会の役

員であり、宮ケ瀬

湖周辺の地域活性

化について適切な

助言が期待でき

る。 
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久保 重明 男 
コスモ海洋株

式会社顧問 
施設利用者代表 

有 

神奈川県立のビ

ジターセンター

指定管理者外部

評価委員会 

森林インストラク

ターとして宮ケ瀬

湖周辺地域の水源

環境保全に対する

理解促進の取組み

について、適切な

助言が期待でき

る。 

山田 一夫 男 

特定非営利活

動法人きよか

わアウトドア

スポーツクラ

ブ理事長 

（総合型地域

スポーツクラ

ブ） 

施設利用者代表 

有 

宮ケ瀬湖周辺施

設指定管理者外

部評価委員会 

カヌーを中心とし

たアウトドアスポ

ーツクラブの代表

者であり、施設利

用者の視点からの

評価が期待でき

る。 

 

９ 今後のスケジュール（予定） 

令和元年10月  外部評価委員会に選定基準案について意見聴取 

12月  環境農政常任委員会へ選定基準案を報告 

宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地については利用

料金制の導入に伴う「神奈川県立宮ケ瀬湖集団施設地

区及び鳥居原園地条例」改正素案を報告 

令和２年２月  利用料金制の導入に伴う「神奈川県立宮ケ瀬湖集団施

設地区及び鳥居原園地条例」改正議案を提出 

４月～ 指定管理者候補からの申請書類を受付 

７月～  外部評価委員会等による候補者選定 

９月  指定管理者の指定議案を提出 

令和３年４月  指定管理者による管理運営の開始 
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宮ケ瀬湖周辺施設について 

 

施設（所在地） 所管局 施設の目的・概要 

宮ケ瀬やまなみセンター 

（別館含む）（清川村） 
政策局 ・ 水源地域の活性化のための広域的な交流拠点施

設 

【本館】 

・ 平成10年９月設置 

・ 鉄筋コンクリート造３階建て（地上２階、地下

１階） 

・ 研修会議室、事務室、展望ホール、情報コーナ

ー、展望広場等 

【別館】 

・ 昭和61年11月に宮ケ瀬ビジターセンターとして

設置（ビジターセンターとしては平成27年度末に

廃止し、平成28年４月から政策局に移管） 

・ 鉄筋コンクリート造２階建て 

・ 総合受付、クラフトルーム、多目的ルーム、自

然観察コーナー、授乳室等 

宮ケ瀬集団施設地区 

及び鳥居原園地 

環 境 

農政局 

・ 自然とのふれあいの機会を提供し、県民の保

健、休養、自然環境への理解に資するための施設 

・ ダム建設に当たり建設省が整備 

・ 平成11年１月、県環境部に施設（広場、園路

等）が引き渡され、その後、自然公園施設として

管理運営 

・ 園路、植栽、広場等 

 宮ケ瀬湖集団施設地区 

及沢園地地区 

小中沢園地地区 

（清川村） 

 鳥居原園地 

（相模原市） 

宮ケ瀬湖カヌー場 

（清川村） 

スポーツ

局 

 

・ カヌーに関する知識の習得、技能の向上の場を

提供し、県民のスポーツの振興に寄与するための

施設 

・ 平成10年開催「かながわ・ゆめ国体」カヌー競

技会場として整備 

・ 国体終了後、平成11年４月から教育局が管理運

営 

【管理棟】 

・ 鉄骨造２階建て 

・ 会議室、休憩室等 

【艇庫】 

・ 鉄骨造平屋建て 

 

 

 

 

（別紙１） 
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宮ケ瀬湖周辺施設過去３年間収支状況（３施設合計） 

        （単位：千円） 

年度 

収入状況 

支出 
収支 

差額 
指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入(指

定管理者の自

主財源) 

収入 

合計 

平成28年度 146,226  16,134 15,313 177,673  177,673 0 

平成29年度 146,226 16,771  10,696  173,693 173,693 0 

平成30年度 146,215 16,062  9,373  171,650  171,650 0 

合計 438,667 48,967 35,382 523,016 523,016 0 

 
（以下、各施設別内訳） 

 

宮ケ瀬やまなみセンター（別館含む） 

 指定管理業務に係る収支状況                            （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出ｂ 

収支 

差額 

ｃ＝ａ－ｂ 

収支 

差額率 

ｃ/ａ×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入 

(指定管理者の

自主財源) 

収入 

合計ａ 

平成28年度 83,858  27  15,313  99,198  102,014  △2,816  △2.84% 

平成29年度 83,858  24  10,142  94,024  94,252  △228  △0.24% 

平成30年度 83,858  23  9,373  93,254  94,698  △1,444  △1.55% 

合計 251,574 74 34,828 286,476 290,964 △4,488 △1.57% 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  無 

 

 県内中小企業の優先発注 

発注先 

提案した 

具体的な優先

発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない 

理由及び今後の対応 

県内中小企業者 無 91 29,028 ― 

障害者雇用企業等 無  ― ― ― 

 

 

（別紙２） 
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宮ケ瀬湖集団施設地区及び鳥居原園地 

指定管理業務に係る収支状況                 （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出ｂ 

収支 

差額 

ｃ＝ａ－ｂ 

収支 

差額率 

ｃ/ａ×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入 

(指定管理者の

自主財源) 

収入 

合計ａ 

平成28年度 44,379  15,332  0  59,711  57,875  1,836  3.07% 

平成29年度 44,379  15,997  554  60,930  60,930  0  0.00% 

平成30年度 44,379  15,404  0  59,783  58,472  1,311  2.19% 

合計 133,137 46,733 544 180,424 177,277 3,147 1.74% 

 指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  無 

 

県内中小企業の優先発注 

発注先 

提案した 

具体的な優先

発注業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない 

理由及び今後の対応 

県内中小企業者 無 56  34,801 ― 

障害者雇用企業等 無 ―   ― ― 

 

 

宮ケ瀬湖カヌー場 

 指定管理業務に係る収支状況                        （単位：千円、％） 

年度 

収入状況 

支出ｂ 

収支 

差額 

ｃ＝ａ－ｂ 

収支 

差額率 

ｃ/ａ×100 

指定 

管理料 

利用 

料金 

その他収入 

(指定管理者の

自主財源) 

収入 

合計ａ 

平成28年度 17,989  774  0  18,763  17,785  978  5.21% 

平成29年度 17,989  750  0  18,739  18,510  229  1.22% 

平成30年度 17,978  634  0  18,612  18,480  132  0.71% 

合計 53,956 2,158 0 56,114 54,775 1,339 2.39% 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  無 

 

県内中小企業の優先発注 

発注先 

提案した具体

的な優先発注

業務 

件数 

(実績) 

金額 

(実績：千円) 

提案があったのに実績がない理由及び今

後の対応 

県内中小企業者 無 22 12,164 ― 

障害者雇用企業等 無 ―   ― ― 

 

※ 端数処理の都合上、３施設合計と各施設別の内訳計は一致しない場合がある。 
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Ⅵ 神奈川県立２１世紀の森の指定管理者の募集について 

 

県では、県民サービスの向上と経費節減を図るため、指定管理者制度を導

入しているが、神奈川県立２１世紀の森については、令和２年度末に指定期

間が満了となるため、次期の指定管理者の募集について報告する。 

 

１ 施設の目的・概要 

(1) 設置目的 

   森林及び林業に関する資料を展示し、森林及び自然の観察並びに林業

における生産活動の実習の場を提供するとともに、林業関係者の研修及

び指導を行うことにより、森林及び林業に関する知識の普及及び向上並

びに林業の振興を図り、併せて県民の保健及び休養に資することを目的

としている。 

(2) 施設概要 

ア  設置年月 昭和58年５月 

イ 所 在 地 南足柄市内山2870－５ 

ウ 敷地面積 107.3ha 

エ 建  物 森林館（499.90㎡） 

木材工芸センター（231.76㎡） 

森林ふれあいセンター（215.11㎡） 

休憩所兼球果乾乾燥舎（151.29㎡） 

あずまや８棟、便所棟３棟 

オ 駐 車 場 中央駐車場、下部駐車場、上部駐車場 

カ そ の 他 集団樹木、育種施設、内山林道、細久保林道の一部 

 

２ 指定管理者制度による施設の管理運営状況の総括 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設及び設

備の維持管理や、森林や自然を活用したプログラムを実施するなど、適切

な管理運営が行われていた。      

一方、利用状況については、近年ほぼ横ばいであったが、施設の魅力向

上のためのプログラムを意欲的に立案・実施に努めており、平成30年度は

前年度より若干増加し、改善が見えてきたところである。 

また、利用者へのサービスの向上や、施設の管理運営経費の節減などの

効果が認められ、指定管理者制度による管理運営は有効であると評価でき

る。 

このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 
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<参考１>指定管理業務に係る収支状況     （単位：千円、％） 

年度 収入 a ※ 支出 b 
収支差額 

c=a-b 

収支差額率 

c/a×100 

平成28年 28,724(28,534) 28,679 45 0.16 

平成29年 28,657(28,494) 28,076 581 2.03 

平成30年 28,586(28,454) 27,897 689    2.41 

合 計 85,967(85,482) 84,652 1,315     1.53 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・無 

※括弧は内数で、「指定管理料」を示す。 

 

<参考２>県内中小企業者や障害者雇用企業等への優先的な発注実績 

（平成28年度～平成30年度） 

発注先 
提案した具体的な

優先発注業務 
件数 金額 

提案があった

のに実績がな

い理由及び今

後の対応 

県内中小企業者 浄化槽維持管理他 26件 12,741千円  

障害者雇用企業等 無 ― ― ― 

 

３ 募集の方法 

公募により募集する。 

 

４ 指定期間 

５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）とする。 

 

５ 募集単位 

神奈川県立２１世紀の森とする。 

 

６ 選定基準の考え方 

(1) 指定管理者に求める能力・内容  

ア 指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等 

イ 施設の維持管理                    

ウ 利用促進のための取組、利用者への対応、利用料金 

エ 事故防止等安全管理 

オ 地域と連携した魅力ある施設づくり 
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カ 人的な能力、執行体制 

キ 財政的な能力 

ク コンプライアンス、社会貢献 

ケ 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

コ これまでの実績 

(2) 選定基準の作成にあたって重視する視点 

ア 維持管理業務 

・ 施設の特性を踏まえた、適切な維持管理 

イ 利用促進のための取組 

   ・ 利用者のニーズを把握し、施設の特性をより効果的に活かすため

の自主事業や広報活動 

(3) 選定基準の配点割合 

サービスの向上：50点、管理経費の節減等：25点、団体の業務遂行能 

  力：25点 

 

７ 外部評価委員会委員（案） 

氏 名 
性

別 
職 業 分 野 

本県の指定管理者

選定委員の経験の

有無 

（委員会名） 

選定理由 

関岡 東生 男 
東京農業大
学教授 

学 識 経 験
者 

無 

森林政策学のほか、
森林の多面的利用
についても知識・造
詣が深い。 

沖野 智子 女 公認会計士 

経 理 に 関
す る 識 見
を 有 す る
者 

有 
 

21世紀の森指定管理
者外部評価委員会 

日本公認会計士協
会神奈川会からの
推薦。財務会計を専
門とする学識経験
者である。 

城田 孝子 女 弁護士 

法 務 に 関
す る 識 見
を 有 す る
者 

有 

 
21世紀の森指定管理
者外部評価委員会 

神奈川県立ビジター
センター指定管理者
外部評価委員会 

横浜弁護士会から
の推薦。法務を専門
とする学識経験者
である。 
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氏 名 
性

別 
職 業 分 野 

本県の指定管理者

選定委員の経験の

有無 

（委員会名） 

選定理由 

瀬戸 賢二 男 
社会保険労
務士 

労 務 管 理
に 関 す る
識 見 を 有
する者 

無 

神奈川県社会保険
労務士会からの推
薦。 
労務を専門とする
学識経験者である。 

城土 裕 男 

（一社）日
本森林技術
協会 
業務執行理
事 

施 設 の 事
業 内 容 に
精 通 し た
者 

無 

当協会は、森林・林
業にかかる事業・サ
ービスを通じて森
林系技術者の育成
を行なうなど、森林
生態系の保全に向
けた知識が豊富で
ある。 

 

８ 今後のスケジュール（予定） 

  令和元年10月  外部評価委員会に選定基準案について意見聴取 

      12月  環境農政常任委員会へ選定基準案を報告 

  令和２年１月～ 指定管理者の募集開始 

      ４月～ 外部評価委員会等による候補者選定 

６月  指定管理者の指定議案を提出 

  令和３年４月  指定管理者による管理運営の開始 
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Ⅶ 神奈川県地方卸売市場条例等の廃止について 

 

卸売市場法（以下「法」という。）が、平成30年６月15日に改正され、令

和２年６月21日から施行される。 

改正された法では、条例委任事項及び審議会設置規定が削除されたため、

平成30年度に開催した神奈川県卸売市場審議会に神奈川県地方卸売市場条例

（以下「市場条例」という。）及び神奈川県卸売市場審議会条例（以下「審議

会条例」という。）の廃止について諮問し、その答申を受けて市場条例等の廃

止を検討していることから、その概要について報告する。 

 

１ 条例の概要 

(1) 神奈川県地方卸売市場条例 

  ア 制定時期 

    昭和46年12月24日 

  イ 条例の主な内容 

第２条     取扱品目の部類 

第３、５、６条 開設及び卸売業務の許可、廃止 

第４、14条     業務規程の内容、変更 

第７、16条     卸売業務の廃止の届出、業務休止等の届出 

第11、13条    売買取引の方法、卸売予定数量等の公表 

第18条       勧告 

(2)  神奈川県卸売市場審議会条例 

ア 制定時期 

昭和46年12月24日 

  イ 条例の主な内容 

第２条 委員 

第３条 会長 

第６条 幹事 

第７条 会長への委任 

 

２ 廃止の理由 

(1) 神奈川県地方卸売市場条例 

改正された法において、条例委任事項が全て削除され、市場条例で規

定すべき事項がなくなったため、市場条例を廃止する。 

なお、地方卸売市場に関する手続き等については、市場条例の廃止後

は、改正された法に基づいて実施される。（別紙のとおり） 
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(2) 神奈川県卸売市場審議会条例 

   改正された法において、審議会設置規定及び審議会審議事項である都

道府県卸売市場整備計画の制定規定が削除され、審議会を開催する根拠

がなくなったため審議会条例を廃止する。 

 

３ 神奈川県卸売市場審議会の答申内容 

(1) 市場条例等の廃止について 

    法改正の趣旨を踏まえ、市場条例等の廃止については、妥当である。 

 (2) 意見 

     改正された法に基づく県内卸売市場の認定手続きが円滑に進むよう

情報の収集・提供や助言、指導に努めるとともに、地産地消の推進の観

点から食品流通の現状を踏まえ、今後のあり方について整理し、支援及

び取組を行っていくことが必要である。 

 

４ 「神奈川県条例の見直しに関する要綱」に基づく見直しの結果 

現行条例の運用上の課題は見受けられないが、改正された法の施行時に 

本条例を廃止する。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和元年11月 廃止条例議案を提出 

令和２年６月 条例廃止 
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地方卸売市場に関する主な手続き等について 

 

 

 法改正後 法改正前 

根拠：卸売市場法 

（条例委任事項なし） 

根拠：卸売市場条例 

（法の条例委任事項を規定） 

開 

設 

者 

①市場の認定 

・ 認定を受けようとする開設者

は、知事に認定申請 

①開設の許可 

・ 開設の許可を受けようとする開設者

は、知事に許可申請 

－ ②廃止の許可 

・ 廃止の許可を受けようとする開設者

は、知事に許可申請 

③変更の認定 

・ 開設者は、認定申請の内容又は

業務規程を変更しようとするとき

は、知事に認定申請 

③業務規程の変更 

・ 開設者は、認定申請の内容又は業務規

程を変更しようとするときは、知事に承

認申請 

④－１市場の休止及び廃止 

・ 開設者は、その旨を取引参加者

に通知するとともに、知事に届出 

④－２軽微な変更 

・ 開設者は、軽微な変更をしたと

きは、遅滞なく知事に届出 

④－１業務の休止 

④－２名称の変更等の届出 

・ 開設者もしくは卸売業者は、遅滞なく

その旨を知事に届出 

⑤認定の失効 

・ 業務の全部が廃止されたとき 

－ 

⑥報告 

・ 開設者は、毎年、卸売市場の運

営の状況を知事に報告 

－ 

卸 

売 

業 

者 

－ 

－ 

－ 

○事業報告書の提出 

・ 卸売業者は、事業報告書を作成

し、開設者に提出 

・ 閲覧の申出があった場合には、

正当な理由がある場合を除き、閲

覧させる 

①卸売業務の許可 

②卸売業務の廃止の届出 

③業務の休止、名称の変更等の届出 

④事業報告書等の提出 

・ 卸売業者は、事業報告書を作成し、開

設者を経由して知事へ提出 

 

 

別 紙 
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 法改正後 法改正前 

根拠：卸売市場法 

（条例委任事項なし） 

根拠：卸売市場条例 

 （法の条例委任事項を規定） 

指 

導 

・ 

監 

督 

 

 

 

 

 

 

 

 

－ 

 

○勧告 

・ 必要があるとき、開設者及び卸売

業者に対し、業務又は会計に関し必

要な改善措置をとるべき旨を勧告 

○指導及び助言 

・ 開設者に対し、卸売市場の業務の

適正かつ健全な運営を確保するため

に必要な指導及び助言を実施 

－ 

 

○措置命令 

・ 卸売市場の業務の適正かつ健全な

運営を確保するために必要があると

認めるときは、開設者に対して必要

な措置をとるべき旨を命ずることが

できる 

－ 
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Ⅷ 神奈川県都市農業推進条例の一部改正について 

 

県では、神奈川県都市農業推進条例（平成18年４月１日施行。以下「条例」

という。）の一部改正を予定しており、平成30年12月に開催された当常任委

員会に改正素案を報告したが、当常任委員会や平成30年12月に開催した神奈

川県都市農業推進審議会（以下「審議会」という。）での意見を踏まえ、改

正内容を引き続き検討することとした。 

このたび、令和元年７月に開催した審議会における意見等を踏まえ、条例

の改正素案を作成したので報告する。 

 

１ これまでの経緯 

  (1) 条例改正の基本的考え方について(平成30年９月常任委員会報告) 

    条例を改正し、生産緑地をはじめとする優良な農地を保全する県の姿

勢を明確に示す、という条例改正に係る基本的考え方を報告した。 

(2) 条例の改正素案について（平成30年12月常任委員会報告） 

   ア 改正素案 

改正素案 現  行 

 本県の都市農業の基盤である農地が
減少している現状及び生産緑地法等の
法改正の趣旨を踏まえ、条例の目的を
達成するために必要となる農地の明確

化を図るため、次に掲げる農地を「特
に保全すべき農地」として定義する。 
・ 都市計画法に規定する田園住居地

域 
・ 農業振興地域の整備に関する法律
に規定する農用地区域 

・ 生産緑地法に規定する生産緑地地
区に存する農地 

（定義）  
第２条 この条例において、次の各号に
掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。 

(1) 都市農業（以下略） 
(2) 県民等（以下略）  
(3) 食料等（以下略）  

(4)  多面的機能（以下略） 
(5)  地産地消（以下略） 
 

 

 条例の基本理念である「都市農業の
持続的な発展」を図るためには、長期
にわたり農地として利用することを前
提とする「特に保全すべき農地」の維

持及び確保が重要であることから、第
２項中「まとまりのある優良な農地」
を「特に保全すべき農地」に改め、条
例に基づく施策の対象となる農地の重
点化を図る。 

（基本理念）  
第３条 略  
２ 都市農業の持続的な発展は、将来に
わたり、多様な担い手により、まとま

りのある優良な農地、農業用水その他
の農業資源が維持及び確保され、地域
の特性に応じた環境に調和する農業及
び県民と農業者との間の交流を通じた
農業が営まれることを旨として行われ
なければならない。  

３ 略 
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改正素案 現  行 

 基本的施策の対象となる農地として

「特に保全すべき農地」を位置付ける
こととし、 
・ 第７号中「農地の利用の集積」を
「特に保全すべき農地の利用の集
積」に、 

・ 第８号中「農地の保全を促進」を
「特に保全すべき農地の利用を促
進」に、 

それぞれ改めるものとする。 
なお、特に保全すべき農地以外の農

地（農業振興地域内の農用地区域外農
地や生産緑地等以外の市街化区域内農

地）については、基本的施策の対象か
ら除外するものではないが、この改正
により、こうした農地の「特に保全す
べき農地」への移行を促進することと
し、そのために必要な施策を総合的か
つ継続的に講ずる。 

（基本的施策）  

第７条 県は、基本理念に基づいて、次
に掲げる施策を実施する。 

 (1)～(6) 略 
(7) 農地の利用の集積を促進し、及

び生産条件の改善を推進すること
を通じて、農業の生産性の向上を
図り、ほ場その他の農業の生産基
盤の確保及び整備を推進するこ
と。 

(8) 多様な担い手により農地の保全
を促進し、耕作放棄地（以前耕作
の用に供されていた土地で、過去

１年以内に耕作されず、かつ、当
分の間耕作される見込みのないも
のをいう。）の解消及び発生抑制
を図ること並びに共同して行う取
組により農業用水その他の農業資
源の保全を促進することを通じ
て、農地の有効利用を促進するこ
と。 

(9)～(12) 略 

 イ 改正素案に対する主な意見 

   ・ 「特に保全すべき農地」を位置付けることによる弊害を懸念する

団体もある。 

   ・ それぞれの法令によって規定されているというのであれば、あえ

て条例で「特に保全すべき農地」とするべきではない。 

   ・ 今まで以上に丁寧な説明を行い、審議会、市町村等の意見も考慮

する必要がある。 

(3) 改正素案に係る審議会意見について(平成31年２月常任委員会報告) 

ア 審議会（平成30年12月19日開催）における主な意見 

  ・ 「特に保全すべき農地」という言葉は、それに含まれる農地の制

度運用が厳しくなるという誤解を生んでしまう可能性がある。 

   ・ 「特に保全すべき農地」は、言葉が強く、それ以外は保全すべき

でないと受け取られる可能性もある。 

   ・ 県全域の農業を対象としている中で、「特に保全すべき農地」と

して上乗せをするイメージで違和感はなかった。 

イ 今後の対応 

  審議会等の意見を踏まえ、条例改正について引き続き検討する。 
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２ 改正内容の検討 

(1) 基本的考え方 

条例の一部改正については、生産緑地をはじめとした市街化区域の農

地を保全する県の姿勢を明確に示すとともに、農地を確保するために必

要な施策を総合的かつ継続的に講ずるものとする。 

ア 都市における農業の有する多面的機能が発揮される場として、「市

街地及びその周辺にある農地」の保全を基本理念（第３条）の中に位

置付ける。 

イ 上記を踏まえ、基本的施策(第７条)の中に必要な施策を位置づける。 

(2) 審議会(令和元年７月12日開催)における主な意見 

・ 「市街地及びその周辺にある農地」を保全する新たな改正の考え方

については異論がない。 

・ 「都市における農業」という言葉が、条例の定義にある「都市農業」

と混同される恐れがある。 

・ 生産緑地法改正に伴う条例改正については、農地を守るために重要

なことであるので、着実に進めていただきたい。 

(3) 市町村等担当者説明会（令和元年８月27日開催）における主な意見 

・ 「市街地及びその周辺にある農地」にフォーカスした改正であると

理解した。 

・ 基本的施策に「市街地及びその周辺にある農地」に対する施策を追

加してもらいたい。 

 

３ 条例の改正素案 

改正素案 現  行 

 条例の目的である「都市農業の持続

的な発展」を図るためには、生産緑地

をはじめとした市街化区域の農地を保

全する県の姿勢を明確に示すことが重

要であるため、基本理念に新たな項を

設けて「市街地及びその周辺にある農

地」の保全を位置づける。 

 

※ 新たな概念を追加 

 

（基本理念）  

第３条 １～３ 略 
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改正素案 現  行 

 これまで基本的施策に位置付けられ

ていなかった、市街地及びその周辺に

ある農地の保全に関する制度の利用の

促進について、新たに位置づける。 

 

※ 新たな基本的施策を追加 

（基本的施策）  

第７条 県は、基本理念に基づいて、次

に掲げる施策を実施する。 

 (1)～(12) 略  

 

 

 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和元年 10月  市町村・関係団体への意見照会 

令和元年 11月  審議会で条例改正案を審議、答申 

条例改正議案の提出 

令和２年 １月  改正条例の施行 
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Ⅸ 三崎漁港に係る指定管理者の募集について 

 

県では、県民サービスの向上と経費節減を図るため、指定管理者制度を導

入しているが、三崎漁港本港特別泊地及び本港環境整備施設（以下「三崎漁

港本港地区」という。）と三崎漁港宮川特別泊地、宮川一時停係泊特別泊地及

び宮川環境整備施設（以下「三崎漁港宮川地区」という。）については、令和

２年度末に指定期間が満了となるため、次期の指定管理者の募集について報

告を行う。 

 

１ 施設の目的・概要 

(1) 設置目的 

  ア 三崎漁港本港地区 

三崎漁港を一時的に利用するプレジャーボートを本港特別泊地に集

約することによって、プレジャーボートと漁船を分離し、円滑な漁業

活動を確保するとともに秩序ある漁港利用を推進する。また、水産と

観光・商業の機能を併せ持つ集客施設として整備された「三崎フィッ

シャリーナ・ウォーフ」と連携し、地域振興を図る。 

  イ 三崎漁港宮川地区 

三崎漁港におけるプレジャーボートの利用増加に対応するため、漁

港内に混在するプレジャーボートと漁船を分離・集約し、漁業と海洋

性レクリエーションとの調和ある発展及び活力ある地域社会の創造に

資するよう漁港の多目的利用を推進する。 

(2) 施設概要 

  ア 三崎漁港本港地区 

(ｱ) 本港特別泊地 

ａ 設置年月 平成13年４月 

ｂ 所 在 地  三浦市三崎 

ｃ 施設内容 水域施設 3,100m2 (155m×20m) 

 特定目的岸壁 155m 

(ｲ) 本港環境整備施設 

    ａ  設置年月 平成13年７月 

    ｂ 所 在 地 三浦市三崎 

    ｃ 駐 車 場 1,640m2 （駐車台数50台） 

ｄ そ の 他  広場 1,201.67m2、その他通路等 2,548m2、 

照明設備 21基 
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イ 三崎漁港宮川地区 

(ｱ) 宮川特別泊地及び宮川一時停係泊特別泊地 

ａ 設置年月 平成13年10月 

ｂ 所 在 地 三浦市三崎町六合 

ｃ 施設内容 水域施設 11,499m2 

係留施設（専用浮桟橋） 96隻収容（うち、一時停係

泊特別泊地の５隻を含む） 

(ｲ) 宮川環境整備施設 

ａ 設置年月 平成15年７月 

ｂ 所 在 地 三浦市三崎町六合 

ｃ 建  物  管理棟 １棟 69.32m2 

ｄ  駐 車 場  第一駐車場 2,292m2 駐車台数41台 

第二駐車場 1,005m2 駐車台数19台 

料金徴収建物 １棟 

        ｅ そ の 他  広場 1,992m2 

 

２ 指定管理者制度による施設の管理運営状況の総括 

(1) 三崎漁港本港地区 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、収支状況

については改善が必要と認められる状況であり、計画した給与水準の人

材を確保できなかったことに伴う人件費の増が主な要因である。適切な

人材確保と人員配置について、既に改善策を講じており、収支の改善が

図られている。 

なお、泊地の安全性や利便性に配慮するなどの取組により利用者満足

度は高く、地元行事への参画による地域と連携した魅力ある施設づくり

を推進しており、指定管理者制度による管理運営は有効であると評価で

きる。 

このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 
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<参考１>指定管理業務に係る収支状況        （単位：千円、％） 

年度 収入 a ※ 支出 b 
収支差額 

 c=a-b 

収支差額率 

 c/a×100 

平成28年度 21,142 （3,848） 25,627 －4,485 －21.2 

平成29年度 20,923 （3,848） 26,751 －5,828 －27.9 

平成30年度 20,374 （3,848） 23,274 －2,900 －14.2 

合計 62,439（11,544） 75,652 －13,213 －21.2 

指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・無 

※ 括弧は内数で、指定管理料。 

 

<参考２>県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サ

ービス事業所、在宅就業支援団体など）への優先的な発注 

（平成28年度～平成30年度） 

発注先 

提案した具

体的な優先

発注業務 

件数 

（実績） 

金額 

（実績：千円） 

提案があったの

に実績がない理

由及び今後の対

応 

県内中小企業者 無 ― ― ― 

障害者雇用企業等 無 ― ― ― 

 

(2) 三崎漁港宮川地区 

指定管理者制度による管理運営状況の総括を行ったところ、施設の管理

運営が適切に行われていることを確認した。 

また、施設の利用者数は目標値を上回って年々増加しており、利用者満

足度は高いことから、指定管理者制度による管理運営は有効であると評価

できる。 

このため、引き続き指定管理者制度により、施設の管理運営を行う。 

 

<参考１>指定管理業務に係る収支状況        （単位：千円、％） 

年度 収入 a ※ 支出 b 
収支差額 

c=a-b 

収支差額率 

c/a×100 

平成28年度 14,865 （9,864） 14,714 151 1.0 

平成29年度 15,069 （9,773） 14,926 143 0.9 

平成30年度 15,657 （9,773） 15,483 174 1.1 

合計 45,591（29,410） 45,123 468 1.0 
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指定管理料等の積算に影響を与える状況変化  有・無 

※ 括弧は内数で、指定管理料。 

 

<参考２>県内中小企業者や障害者雇用企業等（障害者雇用企業、障害福祉サ

ービス事業所、在宅就業支援団体など）への優先的な発注 

（平成28年度～平成30年度） 

発注先 

提案した具

体的な優先

発注業務 

件数 

（実績） 

金額 

（実績：千円） 

提案があった

のに実績がな

い理由及び今

後の対応 

県内中小企業者 無 ― ― ― 

障害者雇用企業等 無 ― ― ― 

 

３ 募集の方法 

公募により募集する。 

 

４ 指定期間 

５年間（令和３年４月１日～令和８年３月31日）とする。 

 

５ 募集単位 

(1) 三崎漁港本港地区 

三崎漁港本港特別泊地及び本港環境整備施設とする。 

(2) 三崎漁港宮川地区 

三崎漁港宮川特別泊地、宮川一時停係泊特別泊地及び宮川環境整備施

設とする。 

 

６ 選定基準の考え方 

(1) 指定管理者に求める能力・内容 

ア 指定管理業務実施にあたっての考え方、運営方針等 

イ 施設の維持管理 

ウ 利用促進のための取組、利用者への対応、利用料金 

エ 事故防止等安全管理 

オ 地域と連携した魅力ある施設づくり 

カ 人的な能力、執行体制 

キ 財政的な能力 
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ク コンプライアンス、社会貢献 

ケ 事故・不祥事への対応、個人情報保護 

コ これまでの実績 

(2) 選定基準の作成にあたって重視する視点 

ア 三崎漁港本港地区 

(ｱ) 事故防止対策、発生時の対応 

・ 適切な事故防止対策、早急な救助体制 

(ｲ) 地元関係団体との連携、協力 

・ 地元関係団体による地域振興の取組みへの連携、協力 

(ｳ) 類似の業務を行う施設等での管理実績 

・ 安全な停係泊指導など経験に基づく業務遂行力 

イ 三崎漁港宮川地区 

   (ｱ) 事故防止対策、発生時の対応 

・ 適切な事故防止対策、早急な救助体制 

(ｲ) 地元関係団体との連携、協力 

・ 施設の利用調整や事故時の救助等の地元漁業協同組合との連携、

協力体制 

(ｳ) 関係団体との調整力 

・ 漁業権者との調整力 

(ｴ) 類似の業務を行う施設等での管理実績 

・ 安全な停係泊指導など経験に基づく業務遂行力 

(3) 選定基準の配点割合 

サービスの向上：50点、管理経費の節減等：25点、団体の業務遂行 

能力：25点 
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７ 外部評価委員会委員（案） 

氏名 
性

別 
職業 分野 

本県の指定管

理者選定委員

の経験の有無

（委員会名） 

選定理由 

山下 東子 女 
大東文化
大学経済
学部教授 

学識経験者 

有 
 

神奈川県漁港施
設指定管理者外
部評価委員会 

平成22年度及び26年
度に本委員に就任し、
施設及び審査業務に
精通している。水産庁
水産政策審議会委員、
神奈川県環境農政局
公共事業評価委員な
どの委員経験があり、
水産業に広い識見を
有している。 

木村 亜由美 女 
公認会計
士 

経理に関する
識見を有する
者 

無 

日本公認会計士協会
神奈川県会の委員推
薦による。経理に関す
る識見を有し、広く公
益の立場から公正な
判断を行うことがで
きる。 

田中 俊夫 男 弁護士 
法務に関する
識見を有する
者 

有 
 

神奈川県漁港施
設指定管理者外
部評価委員会 

神奈川県立フラ
ワーセンター大
船植物園指定管
理者外部評価委
員会 

平成26年度に本委員
に就任し、施設及び審
査業務に精通してい
る。神奈川県弁護士会
の委員推薦による。 

葛西 あや子 女 
社会保険
労務士 

労務管理に関
する識見を有
する者 

無 

神奈川県社会保険労
務士会の委員推薦に
よる。労務管理に関す
る識見を有し、広く公
益の立場から公正な
判断を行うことがで
きる。 

福田 亮 男 

公益社団
法人全国
漁港漁場
協会職員 

施設の事業内
容に精通した
者（施設利用者
代表を含む） 

有 
 

神奈川県漁港施
設指定管理者外
部評価委員会 

平成26年度に本委員
に就任し、施設及び審
査業務に精通してい
る。漁港、漁場の合理
的利用の推進を図る
活動を行う公益社団
法人全国漁港漁場協
会の委員推薦による。
ゲストバースを含む
漁港の多目的利用に
詳しい。 
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８ 今後のスケジュール（予定） 

  令和元年10月  外部評価委員会に選定基準案について意見聴取 

12月  環境農政常任委員会へ選定基準案を報告 

令和２年１月～ 指定管理者の募集開始 

４月～ 外部評価委員会等による候補者選定 

６月  指定管理者の指定議案を提出 

令和３年４月  指定管理者による管理運営の開始 
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Ⅹ 三崎漁港を核とする地域活性化の状況について 

 

県では、三浦市と連携しながら、県が管理する三崎漁港を核とする地域の

活性化に取り組んでいる。 

この度、地域の活性化に向けて、地元の具体的な動きがあらわれてきたこ

とから、その状況について報告する。 

 

三崎漁港周辺図 

 

 

１ 地域活性化に向けた取組の状況 

(1) 二町谷地区活用プロジェクト 

二町谷地区は、三崎漁港における冷凍マグロの大型冷凍運搬船の受入

れや水産物流通加工団地の建設を目的として、平成15年３月に整備され

た（県所有：岸壁・漁港道路・公園等、三浦市所有：分譲地）。 

しかしながら、全国的に漁業を取り巻く状況が厳しさを増し、大部分

が未利用であったことから、三浦市では従来の利用方針を見直し、平成

30年６月29日に㈱安田造船所と用地利活用に係る基本協定を締結した。 

三浦市では、本年12月には土地の売買契約の締結を予定しており、事

業者である㈱安田造船所では、ホテル、コンドミニアム、マリーナ等の

建設を計画している。 

 

城ヶ島京急ホテル 
 

二町谷地区活用 

プ ロ ジ ェ ク ト 

 

城ヶ島大橋 

スーパーヨットの誘致 

城ヶ島西部地区再整備 

景観モデル施設整備 
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(2) スーパーヨットの誘致 

一般に、外国人富裕層などが個人所有する全長80フィート以上（約24

ｍ以上）の大型クルーザーが「スーパーヨット」あるいは「メガヨット」

と呼ばれており、滞在期間が長期にわたることもあって、その寄港によ

り、大きな経済効果が期待できるとされている。 

こうしたことから、地元では、本年７月31日、観光商工団体、三崎漁

港利用団体、リゾート施設運営事業者及び行政の計14団体で組織する

「三浦市スーパーヨット誘致委員会」が設立され、オリンピック・パラ

リンピックの開催に向けて、三崎漁港へのスーパーヨットの誘致に取り

組むこととされた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 城ヶ島西部地区再整備 

地元の自治会（城ヶ島区）や観光協会などで組織する「城ヶ島活性化

協議会」では、次のとおり「城ヶ島西部地区まちづくり基本構想」を策

定した。 

    ア 中央広場の整備 

  イ 商店街の再整備 

  ウ 市道の拡幅整備 

  エ 城ヶ島灯台公園の利活用 

  オ 城ヶ島京急ホテルの建替え 

   このほか、この基本構想には含まれないが、同地区においては、景観

モデル施設の整備も進めることとしている。 

 

２ 県の対応 

三崎漁港の管理者である県としては、これらの計画の達成に向けて、次

のとおり、地元の取組を支援していく。 

 ア 漁港の多目的利用（スーパーヨットの入港・停泊、岸壁等漁港施設の

利用）に係る国との調整 

 イ 県有財産（二町谷北公園）の活用 

（スーパーヨットの例） 
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 ウ その他漁港の利用に関する調整 

 

３ 城ヶ島大橋渡橋料の無料化に向けた検討 

 (1) これまでの経緯 

・ 平成23年第３回県議会定例会にて、「城ヶ島大橋渡橋料無料化につ

いての請願」が採択される。 

・ 平成30年11月13日に行われた城ヶ島西部地区再整備方針の決定に係  

る共同記者会見において、知事は、地元が一丸になって地域再生に動

き出したとした上で、「城ヶ島大橋の無料化に踏み切りたい。その時

期については、できる限り早急に検討していきたい」と発言した。 

・ 平成30年第３回県議会定例会の一般質問において、「遅くとも、   

2020年までには、城ヶ島大橋の無料化を実施すべき」との質問に対し

て、知事は、「地域活性化の進ちょく状況を判断しながら、１日も早

く、無料化を決断していきたい」と答弁した。 

 

(2) 今後の方向性 

   城ヶ島大橋の利用については、神奈川県漁港管理条例の規定に基づき、

利用料（渡橋料）を徴収することとされている。 

   このため、無料化に向けては、同条例を改正する必要があることから、

１に掲げた地域活性化に向けた取組の進ちょく状況等を踏まえつつ、早

ければ県議会第３回定例会（11月）に、改正案を提出する。 

 


	【報告190927】表紙・目次
	①【全常任】まちひとしごと創生総合戦略2015-18年度評価報告書案
	②台風第15号による県内の農林水産業の被害状況について
	③神奈川県生活環境の保全等に関する条例の一部改正について
	④鳥獣被害対策の取組について
	⑤宮ケ瀬湖周辺施設の指定管理者の募集について
	⑥神奈川県立２１世紀の森の指定管理者の募集について
	⑦神奈川県地方卸売市場条例等の廃止について
	⑦別紙（神奈川県地方卸売市場条例等の廃止） (1)
	⑧神奈川県都市農業推進条例の一部改正について（再修正版）
	⑨三崎漁港に係る指定管理者の募集について
	⑩三崎漁港を核とする地域活性化の状況について

